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 独立行政法人山形県・酒田市病院機構の改革プラン 

 
 
平成 23年 10月。独立行政法人山形県・酒田市病院機構（以下、病院機構）理事長の栗谷
義樹は、「ちょうかいネット開設記念特別講演会」への出席を終え、自宅へ向かう車中で

まどろんでいた。講演会は、庄内の医療・介護・福祉関係者が 100名近く集う盛会であっ
た。 
 
――外科医として生き、酒田で院長になってから 13年。 
 
平成 20年から病院機構で進めてきた統合再編・改革プランは申し分ない成果を上げ、講
演や取材の依頼が全国から絶えなかった。一方で、夜の肌寒さが増すこの頃、翌年 1月に
発表を控えた第 2期中期計画の作成が佳境を迎えていた。 
 
統合・再編の背景 
山形県・庄内二次医療圏 
庄内二次医療圏は、山形県の酒田市、遊佐町、庄内町、鶴岡市および三川町の 2,405.28k
㎡をカバーする。山形市・新潟市・仙台市といった周辺の大都市までは陸路で 2～3時間
前後の距離にあり、通院圏域はおおよそ庄内圏内で完結していた（主な医療機関・通院圏

域の図は Exhibit 1参照）。域内の人口は 300,409人、高齢化率（65歳以上人口割合）は
28.4%であり（平成 20年）、基準病床数 2,982床、既存病床 2,821床（うち自治体病床数
1,654床）、人口 10万人あたり既存病床数は 880床であった（平成 15年時点）。1 
 
急速な少子高齢化・人口減少により、庄内地域では平成 17年以降、人口減少が見込まれ
ていた（Exhibit 2）。庄内二次医療圏における医療機能は平成 18年時点で一定の水準を保

持していたが、平日夜間についての夜間急病診療所や救命救急センターの設置がされてお

らず、心筋梗塞や脳卒中、頭部外傷等の重症患者に対する医療の充実が大きな課題となっ
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ていた 5。臓器移植や特定疾患医療等の高度・専門医療機能、災害医療や感染症医療など

の政策医療は、県立日本海病院が中核として担う形となっていたが、他の地域より高いが

ん死亡率や 1人診療科の存在が問題視されていた。このほか、結核患者や重症心身障害児

の入院病床の設置、災害拠点病院としての機能充実に向けたヘリポートの整備も課題とし

て挙げられていた 2。 
 
酒田市立酒田病院 
酒田市立酒田病院は、昭和 22年米陸軍第 8 軍山形軍政部の命令により設置され、開院以

来山形県・北庄内地域の二次医療機関として高度医療や専門医療を提供し、地域住民の健

康を支える中核的役割を担ってきた（沿革および概況は Exhibit 3参照）。昭和 51年には
400床規模まで拡大していたが、平成 5年の山形県立日本海病院（後述）開院以降は患者

が減少し、病床利用率の低下や医師の大量退職によって病院崩壊の噂が流れる危機的状況

に陥っていた。平成 10年に院長となった栗谷は、各職域との会議や地域医療連携室の設

置・業務改善といった経営改善の手を尽くし、平成 12年には実質的な黒字化に成功し

た。平成 17年には市町村合併を契機に累積欠損金をゼロとし、平成 19年には約 50 億円

の内部留保を積み上げるに至った。劇的に黒字経営が可能となったものの、昭和 44年に
建造された病棟は老朽化が著しく、ICUや CCUなどの集中治療室がなく、ハイブリッド

手術室等の増設も難しいために高度急性期医療を提供する施設基準を満たすことができ

ず、改築の必要性に迫られていた。 
 
山形県立日本海病院 
庄内地方には三次救急医療を担える医療機関がなく、県による病院の設置を望む声が寄せ

られていたため、平成 5年に設立されたのが日本海病院である（沿革および概況は

Exhibit 4参照）。平成 17年時点で 25科・528床の規模となり、政策医療でも中核的な役

割を担っていたものの、救急医療機能の整備は 2.5次に留まり、わずか 2kmの距離にある
市立酒田病院と主な診療科がほぼ全て競合する関係にあった。より高度な診療活動を見れ

ば市立酒田病院と違いはあったものの、病床稼働率や外来患者数に大きな差はなかった。

さらに、施設整備に伴う元利償還は年約 20 億円にも及び、開院以来赤字経営が続き、平

成 18年度末には累積欠損金約 106 億円、資金不足に相当する不良債務約 24 億 5,000万円

という状況に追い込まれていた。 
 
統合の決定 
急速な少子高齢化・人口減少のほか、平成 16年に開始された臨床研修制度による若手医

師の都市部集中、診療科偏在による医師不足が加速し、自治体病院の経営環境は多難な状

況であった。 
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経営改善を遂げた市立酒田病院の次なる課題である改築に関して、新病院建設プランを盛

り込んだ「市立酒田病院第二次マスタープラン」が策定された。だが、地元医師会や県の

検討会では、このまま改築を進めれば県立日本海病院との共倒れとなるとの危機意識が共

有されていた。また仮に改築するとしても、予算の都合上既存の 400床を保つことは難し

いが、それ以下では経営が困難であった。平成 17年 6月、酒田市は外部有識者による

「市立酒田病院改築委員会」を設置したところ、同委員会は日本海病院との統合再編が望

ましいとする報告書を平成 17年 10月、酒田市に提出した。 
 
平成 17年 12月、委員会報告を受けた酒田市は県に対して県立日本海病院・市立酒田病院

の統合再編を申し入れ、協議が開始された。この半年後に出された県立 5病院の外部監査

の報告を受け、平成 18年 9月に知事・市長で再編統合の合意が成立した。酒田市長と県

知事をトップとする山形県・酒田市病院統合再編協議会が設置された。 
 
地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 
その後、山形県・酒田市病院統合再編協議会で設置団体と経営形態について協議された。

旧県立日本海病院と旧市立酒田病院はそれぞれ設置主体が山形県と酒田市であるが、統合

再編後の病院については、経営を一体的に行うことから、新たなる設置主体となる団体を

設立する必要があった。設置団体として地方公共団体が設置主体となることができる地方

独立行政法人または一部事務組合が対象として検討された（設置団体の組織図は Exhibit 
5参照）。また地方独立行政法人または一部事務組合を設置団体とする場合、地方独立行政

法人の経営形態としては特定地方独立行政法人と一般地方独立行政法人が、一部事務組合

の経営形態としては地方公営企業法の一部適用、全部適用、指定管理者制度の導入が検討

された。 
 
平成 19年 7月、同協議会で再編後の経営形態を「一般地方独立行政法人」とすることが

決定された（主な経営形態の比較は Exhibit 6参照）。実のところ、協議会にて経営形態が

決定される 1年以上前から、栗谷は当時の山形県知事に一般地方独立行政法人にしたいと

訴えていた。その理由をこう語った。 
 
「一般地方独立行政法人」は法人格自体が、地方公共団体と別のものになり、地方公共団

体が直営で事業を実施する場合に比べ、予算・財務・契約・職員定数・人事など多くの点

で自律的・弾力的な経営が可能です。公立病院の経営形態としては最もふさわしいと思い

ます。その分、管理者である理事長の責任は重くなりますが。3 
 
平成 20年 3月には県および市で第 1期中期目標・関連条例が議決され、基本計画が決定

された。4月 1 日、設置団体である「地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構」が発足
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し、山形県立日本海病院は「日本海総合病院」、市立酒田病院は「日本海総合病院酒田医

療センター」となった。知事・市長の合意から 1年半での法人設立であった。  

 
再編・統合のスケジュール 
両病院の医療機能分担は、平成 20～22年度までの 3年間の移行期間を経て実行されるこ

とが予定された。病床数は、施設整備に合わせて段階的に変動させることとなった（施設

整備のスケジュールは Exhibit 7、病床数の推移は Exhibit 8参照）。 
 
新しい 2病院の基本機能と規模 
第 1期中期計画・病院改革プラン策定の方針 
病院機構より示されたプランでは、将来の医療需要を視野に入れ、両病院の持つ急性期医

療の資源集約によって、地域住民の期待と信頼に応えるとする理念・基本方向が定められ

ていた。救急医療・急性期医療・高度医療は日本海総合病院に集約する一方、酒田医療セ

ンターは回復期・亜急性期の医療を担いながら、在宅復帰への支援を行うこととされた。

第 1期中期計画の計画期間は、平成 20～23年度までであった。 
 
新病院のプラン 
統合後に必要な病床数は両病院で計 758床と予想された（算定方法は Exhibit 9参照）。平
成 21年 2月に病院機構が示した改革プランでは、日本海総合病院は 25科 648床の規模が

想定され、急性期医療・政策医療・周産期医療・地域連携における基幹的な役割を果たす

ことが期待された。一方、酒田医療センターは東棟を改修し、回復期・亜急性期の医療の

ほか、回復期リハビリテーションを行う 110床程度の療養病床への移行が計画された（新

病院の機能比較は Exhibit 10参照）。これには急性期医療から在宅・介護・福祉への橋渡

しとなる病床を用意することで、急性期病床での長期入院を避ける狙いがあった。また北

庄内では一般病床に占める療養病床の割合が全国平均の半分以下であり、療養病床への移

行は地域のニーズに適った形でもあった。 
 
財務状況の概要 
統合・再編にあたっては、財務調整・運営費負担金の負担割合を調整する必要があった。

旧県立日本海病院には統合再編決定時に約 25 億円の不良債務があったが、独立行政法人

化のためにはこの解消が必須事項であった。そこで山形県の公立病院特例債（出資債）を

導入し不良債務を解消し、また累積欠損金に関しては、「土地や建物等については経営主

体が変更されたときの資産再評価額をもって解消できる」というルールで処理を行った。

運営費負担金は、統合前の両病院の病床数比を参考に、山形県と酒田市が 57：43の割合
で負担することとなった。統合再編の影響で、薬品や診療材料の共同発注・在庫減・効率

運用が可能となり、初年度で材料費は 2 億 2,000万円削減された。また総務省による公立
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病院再編に係る財政支援も追い風となり、交付税の 5年間現額維持・借換債の繰上償還・

公立病院特例債等により財務安定化が図られた（統合前後における財務構造変化の詳細は

Exhibit 11参照）。 
 
ステークホルダーとの調整 
病院の統合再編に当たり、各ステークホルダーからの協力は不可欠であった。交渉の相手方

は地域医師会や地域住民、大学医局、自治体と多岐に渡った。しかし各々の事情が統合再編

における障壁となる可能性もあり、各ステークホルダーとの交渉のもと、理解を得るための

努力が求められた。 

 

地域医師会との関係性、地域の診療所との連携の構築 

栗谷は医師会との連携をかねてから重視していたため、地域の開業医からの信頼も厚く、地

区医師会の役員、県医師会の副会長も務めていた。また、日ごろの臨床を通じて地域の開業

医とは顔が見える関係にあり、紹介・逆紹介に資する安全管理や医療の質向上の取り組みが

評価されていた。旧市立酒田病院は再編前には 400床であり、この規模の公的病院長が医師

会の要職を務めることは極めてまれであった。4 

さらに地域連携を推進する上で、新規入院患者数・紹介率・逆紹介率の上昇を図った。その

ためには地域医師会と診療所の協力を得て、平成 19年 1月に病診連携のあり方に対する酒

田地区医師会会員の意向を調査するアンケートを実施した。調査対象の 98 診療所のうち 50
診療所がアンケートに回答し、統合後の病診連携強化を求める意見が多く寄せられた。その

後、酒田地区医師会への説明会を計 2回開催し、65名が参加した。 

 

大学との交渉・ポストの采配 

病院再編統合に当たり、両病院における医師の配置構造も大きく変わることになった。その

ため医師派遣に協力する各大学との調整も必要であり、当時の様子を栗谷は以下のように

語った。 

 

当時、山形大医学部長の嘉山氏に統合再編までの人事凍結を直訴したところ、二つ返事で受

け入れてくださった。大学が全面協力をしてくれたことは大きかったです。 

 

2 つの病院が統合されるということは、要職のポストが減ることを意味する。この点につい

ては、山形大、東北大、旧市立病院の栗谷院長と旧県立病院の新澤陽英院長（当時）が膝を

突き合わせ、一つ一つ決めていった。その際に重視したのが「そのポストにふさわしい実力

を持っているかどうか」という原理原則である。大学側の全面協力もあり、ポストをめぐる

医師の争いはほとんどなかったという。5 
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地域住民の理解・反応・対処、国・県・市との協議 

平成 18 年 12 月に両病院の入院・外来患者を主な対象として統合再編に対する意見を調査

するアンケートを実施したところ、529名の回答者のうち、44名（8.3％）が統合再編に関
する反対意見を述べた。具体的には「担当医師が変わる不安」「統合再編により医療レベル

が低下する不安」「待ち時間が長くなる不安」「職員の対応・レベル低下の不安」「入院でき

なくなる不安（ベッド数の減少）」といった意見が寄せられた。その後、住民からの理解を

得るために、統合再編協議会等による協議・検討の内容に関して幾多の説明会や情報提供を

実施した。 

 

労働組合・職員との調整 

栗谷は病院機構への統合にあたって、事務を除く旧市立酒田病院側職員と病院医師全員を

その正職員とした。一方、旧県立日本海病院の医師及び医療職(事務を除く)に対しては、

移行期間中、県からの派遣職員という待遇にした。旧県立日本海病院医療職は 3年間の移

行期間中に、病院機構に移籍するか、県職員として復帰するか選択を可能とする為であ

る。山形県内には他に 4 つの県立病院が存在し、庄内地区の県立病院は精神科単科病院一

箇所であるものの、庄内地区以外の職員も多数在籍していたため、県への復帰は充分可能

であった。県職員・市職員への病院機構への移籍に関する意向調査・同意確認は平成 22
年まで毎年行われた。統合直後の県派遣の看護師に対する意向調査では 90%が移籍せず、

県職員として復帰すると回答した。病院の経営体が地方独立行政法人となり、非公務員型

になることから、職員組合の反発が予想された。ある県派遣看護師はこう語った。 
 
私達は県の公務員のはずよ。独法なんていう、訳の分からないものに移籍することは絶対

に希望しません。移行期間が終わったら県の職員として復帰したいわ。 
 
栗谷は職員組合との間で、統合時の職員の身分及び移行期間中の人事異動の方法、給食部

門など現業業務の直営廃止と移籍を希望する職員の採用について、県と市で異なる労働条

件・給与等に関して調整を行った。病院機構での新しい給料表は国立病院機構に準拠する

ものとしたが、これは旧県立日本海病院及び旧市立酒田病院の給与体系と大きな差がなか

ったため、不満は生じなかった。一方、手当、調整数及び昇給・昇格については両病院間

で違いがあったため、栗谷は組合との調整に尽力する必要があった。 
地方独立行政法人の新病院とその組織、職員の身分に関して栗谷は延べ 6回の職員向け説

明会を通じて具体的な説明を繰り返した 6職員向け説明会への参加者は 805名に及んだ。 
この様な地道な説明活動に加えて、両病院間職員の融和を図るため、サマーカーニバルや

スポーツ大会といった職員交流事業も実施した。 
 
さらに栗谷は独立行政法人化したメリットを職員に実感してもらうために、理事長の経営
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責任の増加と引き換えに得た利点を積極的に活用し職場環境の改善にあたった。自立的経

営を行う地方独立行政法人では、新しい職員を理事長の判断で容易に雇用できる。栗谷は

診療情報管理士・医療クラークなど専門知識を必要とする事務系職員や看護補助者の大量

採用を行った。これは電子カルテの入力等、医療職の専門外業務の負担減をもたらした。

さらに副産物として、専門知識を持った事務職員の配置で診療報酬申告漏れが減少した。

栗谷は職場環境改善の促進を期して、業務改善委員会や労働組合からの意見の吸い上げも

積極的に行った。さらに業績手当を創設し、職員一人一人に地方独立行政法人職員として

の経営参画意識を根付かせた。 
 
こうした努力により、年を経る毎に病院機構への移籍希望割合が増加し、平成 22年 6月
には 409名中、266名と約 7割が病院機構への残留を希望するようになった。これら両病

院からの移籍組に加え、地方独立行政法人では移行期間の始まった平成 20年以降、毎年
40名程度の正職員を採用している。平成 22年には病院運営に必要な人員を確保する為、

4月採用に加え、7月、10月の中途採用を行った。さらに県からの看護職員の派遣期間が

2年間延長となったことも相まって、看護職員の入れ替えはほぼ混乱なく行うことが出来

た。これにより日本海総合病院(旧県立日本海病院)においては 7 対 1看護基本料が確保さ

れている 7 (独法化による看護師構成の推移は Exhibit 12を参照)。 
 
院内の調整と委員会体制 
栗谷は旧市立酒田病院及び、旧県立日本海病院の再編統合にあたって必要な医療資源の活

用と機能分担、両病院の機能分化、移行期間の調整を担う部会を設置した。部会は計 3 部会

があり、「医療機能部会」は新病院の病床数・診療科目・地域連携・医師確保等の検討を目

的に、「施設部会」は施設規模・配置・建設計画等の検討を目的に、「総務管理部会」は経営・

管理・運営・各種調査・広報等の検討を目的に設置された。 
さらに栗谷は部会の下にワーキンググループを設置した。「医療機能部会」の下には各診療

科間の調整を行う第 1 から第 3 までのワーキンググループに加え、救急・手術部・内視鏡

関連・看護部・薬剤部・放射線科・臨床検査部・リハビリテーション部の各部門調整を行う

12ワーキンググループを、「総務管理部」の下には栄養管理、物品管理、医事・総務、医療

情報を所管する管理ワーキンググループを設置した。 
 
再編統合に当たっては、両病院のシステムの統合も必要であった。幸いにも旧市立酒田病院

及び、旧県立日本海病院は同じ財務システムを採用していた為、財務システム統合は混乱な

く行うことが出来た。 
 
栗谷は診療科の日本海総合病院(旧県立日本海病院)への集約に際して、移行期間中は、整形

外科・消化器内科・神経精神科・産婦人科・麻酔科等の一部診療科を酒田医療センター(旧
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市立病院)に残し、それ以外の診療科を先に日本海総合病院(旧県立日本海病院)へ集約化さ

せることにした。この集約化に伴って、各診療科の物理的距離が離れることから、移行期間

中の急性消化管出血への対応に関する消化器内科と外科の連携、肺塞栓・深部静脈血栓症の

ある患者の整形外科手術後管理に関する問題、診療科の跨る救急患者への対応を検討する

ことが必要となった。栗谷はそれぞれ県内での各インシデントの発生頻度調査と大学教授

への意見聴取を行い、当該インシデントの発生頻度は低いと判断し、集約化を実行に移した。

内科・リハビリテーション科の 2 診療科を除く全ての診療科の日本海総合病院(旧県立日本

海病院)への集約は予定より前倒しとなり、平成 22年 9月に完了した。 
 
第 2期中期計画の立案 
改革プラン・中期計画の評価 
改革プラン・中期計画の達成度は病院機構の評価委員会により点検・評価が行われ、年度

ごとに意見が公表される事となっていた。 
 
改革の成果 
地方独立行政法人化により、より長期的な視野での弾力的な経営が可能となり、臨時職員

の活用・業務改善・経費節減が次々と進んだ。3年間の移行期間のうち、施設整備は前倒

しで完了することができていた。第 1期中期計画で定めた平成 20～23年度までの 4年間
で、病院機構全体での医業収支比率は 95％を超え、経常収支は目標の 100％を超えた。統
合初年度の平成 20年度より病院機構全体の純利益は 1 億 2,000万円～2 億 5,000万円で推

移し、平成 23年には単年度で 3 億 1100万円に至ったが、これは 4年間で計 4 億 800万
円の目標を大幅に上回る結果であった。平均在院日数は日本海総合病院で統合前の 17.3 日

（平成 19年）から 11.7 日（平成 23年）へ、酒田医療センターでは 15.5 日（平成 19
年）から 68.5 日（平成 23年）へと変化を遂げた。平成 23年度以降は、酒田医療センタ

ー単体で見れば赤字となる計画であったものの、日本海総合病院の黒字がこれを補い、病

院機構全体では黒字経営となる見込みであった。また、両病院の機能分担が進み医療技術

が集約した影響で、病院機構全体の手術件数は 5227件（平成 19年）から 6,098件（平成
23年）へ伸びた。病院機構全体での常勤医師は平成 20年の 103人から平成 23年に 119
人まで増え、翌年からは山形大学の臨床実習学生受け入れも決定されていた（統合前後の

指標推移は Exhibit 13を参照）。 
 
「ちょうかいネット」 
平成 22年 5月、酒田地区の医師会、歯科医師会、薬剤師会のほか、5 つの病院・診療所と

県・市の行政部署及び酒田市ケアマネ連絡協議会等で地域協議会が設置された。地域医療

連携体制のシステム構築、地域医療連携パスや介護連携が検討され、平成 23年 4月より
医療情報ネットワーク「ちょうかいネット」の稼働が開始された。 
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「ちょうかいネット」は、ID-Linkと呼ばれるシステムを用いて、診療録や放射線画像、

地域連携パスのファイルといった情報を共有するネットワークである。患者は 1枚の同意

書で複数の医療機関に情報開示を許可でき、運用する病院・診療所は患者固有の IDで情
報を検索可能なしくみであった。緊急時には連携施設の診療情報を開示可能な EMS機能
のほか、国民健康保険加入者の健康診断結果を参照できる機能も搭載されていた。システ

ムは病院・診療所のみならず、訪問看護ステーションや薬局、介護・福祉施設でも利用可

能であった。平成 23年 9月末時点で 2病院 43 施設が利用し、登録患者数は 1,000名を越
えようとしていた（ちょうかいネット記念講演資料）。またこれに並行して、日本海総合

病院の紹介・逆紹介率も統合時よりそれぞれ 9.8、12.3％上昇していた。 
 
今後の課題 
栗谷は、このまま行けば第 1期中期計画・病院改革プランの成果には相応の評価が与えら

れると予想していた。その一方で第 2期の 4年間では、旧組織から集まったスタッフの業

務統一やさらなる効率化、優秀な職員の確保と福利厚生、地域住民の病院へのアクセス手

段の整備、PET-CTの導入を含む高度医療の計画的な充実、施設改修・整備、「ちょうかい

ネット」の拡大など、新たな課題が山積していた。そして究極的には、高齢化・過疎化の

進展により現在の運営スタイルが近い将来行き詰まりを迎えることも予測していた。地域

全体で、この「壮大な撤退戦」を乗り越え、地域住民・次世代にとっての価値に根ざした

医療・介護・福祉の仕組みを残したい――。自宅に着き車を降りた栗谷は、10月の夜風に
吹かれながら、次週に迫る中期計画の検討会に想いを寄せた。 
 
当時はまず職員を守ることしか頭にありませんでした。医療機関の設置主体ごとに評価が公平でなく不

透明がまかり通っていることに対する憤りもありました。でも感情に基づく判断では物事は前に進まない

ので、自分たちのことだけではなく地域を守るための方法を考えるようになりました。急性期医療の提供

には、多額の費用と多くの人材が必要で、限られた資源を分散するやり方は限界です。適切な集約化は経

営改善にも医療の質向上にも繋がります。医師確保についても新専門医制度を始めとした若手キャリアに

対応可能な整備をしないと地方に医師は集まってきません。再編統合によるスケールメリット、地域医療

構想を先取りした病床機能の分化・機能転換を行ったことは決定的でした。私がやったのは、誰に任せれ

ば地域の中で自主的に動けるかということが人よりは多少マシに分かっていたということと、関係者に敬

意を払い、自分を捨てることができたということだと思います。最初は負け戦だと思った部分もありまし

たし、頭を下げたり大変な思いもしました。でも物事は歴史的転換点のように急に進むこともあります。

これから取り組む病院長へ応援のメッセージを送るならば、地域の歴史の中で病院長としてどういう役割

を果たすべきかを考えてほしい、ということです。そのキーワードは医療を通じた信頼関係だと思います。 

―山形県・酒田市病院機構理事長 栗谷義樹 
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Exhibits 

Exhibit 1 酒田市の地理および山形県内の通院圏域（平成 17年） 

 
（地理院地図より抜粋、空路便数は令和元年 9月時点。平成 20年時点では 1 日 4便。） 
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Exhibit 2 酒田市の人口推移・推計 
 
 
  

人口(％)高齢化率 
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Exhibit 3 県立日本海病院および市立酒田病院の沿革 
日本海総合病院 
H5.4 山形県立日本海病院開設 
H5.6 開院病床数 207 床、診療科目 12 科
（内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外

科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、

理学診療科、放射線科、麻酔科） 
H5.10 救急告示病院に指定 
H6.4 神経内科及び皮膚科開設（合計 14 診

療科）、107床増床（合計 314床） 
H7.4 歯科開設（合計 15 診療科）、99床増
床（合計 413床） 
H7.4 院内保育所開所 
H8.4 精神科及び形成外科開設（合計 17 診

療科）、115床増床（合計 528床） 
H8.5 集中治療室ＨＣＵ部門使用開始によ

りフルオープン体制となる 
H9.11 災害拠点病院に指定 
H10.4 心療内科、心臓血管外科及び歯科

口腔外科開設（合計 20 診療科） 
H11.1 循環器科開設（合計 21 診療科） 
H11.4 臨床研修病院に指定 
H11.10 病院ボランティアを開始（日本海

病院への移管） 
H12.4 院外処方を試行実施 

H12.6 院外処方を全面実施 
H13.4 消化器科、呼吸器外科、こう門科及

び気管食道科開設（合計 25 診療科） 
H14.5 地域医療連携窓口を設置 
H15.4 地域医療室を設置 
H15.5 （財）日本医療機能評価機構に認定

（一般病院種別Ｂ） 
H16.1 リハビリテーション室増築工事完

了 
H16.12 へき地医療拠点病院に指定 
H18.8 地域がん診療連携拠点病院に指定 
H19.3 電子カルテシステムが稼動 
H20.4 市立酒田病院と経営統合し、地方

独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本

海総合病院として新たに開院 
H20.10 重症心身障がい児(者)短期入所事

業指定 
H21.4 ＤＰＣを用いた入院医療費の定額

支払い制度を導入 
H21.12 3階東病棟にＬＤＲ2 室設置 
H23.4 救命救急センター開設 認知症疾

患医療センター開設 
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酒田医療センター 
S22.11 「公立酒田病院」として旧西荒瀬村大字豊里（現 酒田市豊里）に開設病床数 150
床、診療科目 3科（内科、外科、婦人科） 
S35.4 「市立酒田病院」（旧「社会保険酒田病院」（現 酒田市千石町一丁目）を本院、旧「公

立酒田病院」を豊里分院）として発足 
S44.9 現在地（酒田市千石町二丁目）に（現 西棟を）新築、移転 病床数 400床（一般病
床 350床、結核病床 50床）、診療科目 12科（内科、外科、整形外科、産婦人科、小児

科、皮膚科、ひ尿器科、耳鼻いんこう科、眼科、神経科、放射線科、麻酔科） 
S51.9 結核病床を廃止病床数 400床（一般病床） 
S56.3 放射線棟が竣工 
S63.3 東棟が竣工病床数 400床（一般病床 西棟 238床、東棟 162床） 
H2.1 ＭＲＩ棟が竣工 
H17.11 「酒田市立酒田病院」と改称 1市 3町（酒田市、八幡町、平田町、松山町）の合
併による新酒田市誕生に伴い、名称を変更 
H20.4 「日本海総合病院 酒田医療センター」として新たに開院病床数 235床（一般病床） 
H22.11 一般病床から医療療養型病床へ転換病床数 114床（医療療養型病床） 
 
Exhibit 4 再編前の 2病院の概況 
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Exhibit 5 設置団体の組織図 

 
 
Exhibit 6 主な経営形態の比較（別紙参照）
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Exhibit 7 再編に係る施設整備のスケジュール 

 
 
Exhibit 8 両病院の病床数の推移 

 
 
 
Exhibit 9 病床数算定にあたっての考え方 
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